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定款の（一部）変更に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成24年3月29日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成24年4月25日開催予

定の第22回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 

１． 定款変更の理由 

グローバルな視点から当社グループ全体の業務執行を推進する経営体制を構築するために、現行定款を以

下のとおり一部変更するものであります。 

 （1）代表取締役の中からグループＣＥＯ及びＣＯＯを選定できることとする（現行定款第19条第2項の変

更及び第3項の新設）。 

 （2）上記（1）の変更に伴い、役付取締役（会長・社長・副社長・専務・常務）の職位を廃止する（現行

定款第19条第2項の変更）。 

 （3）株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を原則として代表取締役グループＣＥＯとする（現行定

款第12条及び第20条の変更）。 

 

２． 定款変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成24年4月25日（予定） 

定款変更の効力発生日 平成24年4月25日（予定） 

 

以上 
 

 
 

 



 

  【別紙】 

（下線部は変更部分） 

現行定款 変更案 

 
第３章 株主総会 

 
（招集権者及び議長） 
第12条 株主総会は、取締役社長が招集し、その

議長となる。取締役社長に事故あるとき
は、取締役会においてあらかじめ定めた順
序により、他の取締役がこれに代わる。 

 
 

第４章 取締役及び取締役会 
 

（代表取締役及び役付取締役） 
第19条  （条文記載省略） 
 
  2.  取締役会の決議により、取締役会長及び

取締役社長各１名、取締役副社長、専務取
締役及び常務取締役若干名を選定するこ
とができる。 

 
（新 設） 

 
 
 
（取締役会） 
第20条 取締役会は、取締役社長が招集し、その

議長となる。取締役社長に事故あるとき
は、取締役会においてあらかじめ定めた順
序により、他の取締役がこれに代わる。 

 
 
 

 
第３章 株主総会 

 
（招集権者及び議長） 
第12条 株主総会は、代表取締役グループＣＥＯ

が招集し、その議長となる。代表取締役グ
ループＣＥＯに事故あるときは、取締役会
においてあらかじめ定めた順序により、他
の取締役がこれに代わる。 

 
第４章 取締役及び取締役会 

 
（代表取締役、グループＣＥＯ及びＣＯＯ） 
第19条  （現行どおり） 
 
  2.  取締役会の決議により、代表取締役の中

から当会社ならびに当会社の子会社から
成る企業集団の最高経営責任者としてグ
ループＣＥＯ１名を選定することができ
る。 

3.  取締役会の決議により、代表取締役の中
から当会社の最高執行責任者としてＣＯ
Ｏ１名を選定することができる。 

 
（取締役会） 
第20条 取締役会は、代表取締役グループＣＥＯ

が招集し、その議長となる。代表取締役グ
ループＣＥＯに事故あるときは、取締役会
においてあらかじめ定めた順序により、他
の取締役がこれに代わる。 

 
 
 

 

 

 


